
　

国
に
よ
る
医
療
制
度
の
改
革
や
、

現
在
の
経
済
状
況
に
よ
る
税
収
の
落

ち
込
み
、
さ
ら
に
は
、
医
療
が
高
度

化
し
た
こ
と
に
よ
る
医
療
費
の
高
騰

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
制
度
を
取

り
巻
く
環
境
は
日
々
厳
し
さ
を
増
し

て
お
り
ま
す
。

　

中
泊
町
も
こ
の
例
外
で
は
な
く
、

非
常
に
苦
し
い
国
保
財
政
の
運
営
を

強
い
ら
れ
て
お
り
、
国
民
健
康
保
険

運
営
協
議
会
な
ど
で
こ
の
問
題
に
つ

い
て
審
議
し
て
い
た
だ
い
た
結
果
、

や
む
を
得
ず
保
険
税
の
税
率
を
引
き

上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

町
民
の
皆
様
に
は
新
た
な
ご
負
担

を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

な
に
と
ぞ
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
20
年
10
月
か
ら
国
保
税
特

別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
が
、

今
年
度
も
引
き
続
き
特
別
徴
収
対

象
者
と
な
る
方
は
、
４
月
、
６
月
、

８
月
は
、
２
月
の
年
金
で
徴
収
さ

れ
た
金
額
が
仮
徴
収
さ
れ
、
７
月

に
税
額
が
確
定
し
た
の
ち
、
10
月

以
降
に
差
額
分
を
年
金
支
払
月

（
10
月
、
12
月
、
2
月
）に
徴
収
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
22
年
度
以
降
も
同

様
に
４
月
、
６
月
、
８
月
は
、
２

月
の
年
金
で
徴
収
さ
れ
た
金
額
が

仮
徴
収
さ
れ
、
税
額
確
定
後
、
10

月
、
12
月
、
2
月
で
差
額
分
が
徴

収
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
普
通
徴
収（
口
座
引
き

落
し
）を
希
望
す
る
方
は
、
町
民

課
窓
口
ま
た
は
小
泊
支
所
で
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※ 

特
別
徴
収
の
対
象
者
と
は
、
世

帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が

65
歳
以
上
74
歳
ま
で
の
「
世
帯

主
」
で
、
年
額
18
万
円
以
上
の

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
す
。

　

今
年
度
か
ら
国
保
税（
普
通
徴

収
）の
納
期
が
、
６
期（
７
月
〜
12

月
）か
ら
９
期（
７
月
〜
３
月
）に

な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
１
期
あ
た
り
の
税
額

を
低
額
に
す
る
こ
と
で
、
納
付
し

や
す
く
す
る
た
め
の
改
正
で
す
。

　

介
護
分
の
限
度
額
が
９
万
円
か

ら
10
万
円
に
な
り
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
、
町
民
課
国
保
係
ま

で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

☎
57－

２
１
１
１ （
内
線
33
）

● 

国
保
税
の
納
期
が
6
期
か

ら
9
期
に
な
り
ま
す

● 

国
保
税
の
介
護
分
の
限
度

額
が
変
更
に
な
り
ま
す

たとえば…… 収入が年金のみの夫婦２人の場合（夫：年金792,100円、妻：年
金480,000円）で固定資産税（土地・家屋）が20,000円の場合

　　　　　　※ この場合、所得が33万円以下のため、保険税が７割軽減（均等割・
平等割）されます。

　〈平成20年度税率〉　　　　 　〈平成21年度税率〉
　　医療分　　　　　　　　　　　医療分
　　　所得割 0円 所得割 0円
　　　資産割 6,800円 資産割 6,800円
　　　均等割 10,440円 均等割 12,240円
　　　平等割 8,640円 平等割 8,640円
　　　年税額 25,800円 年税額 27,600円
　※比較すると27,600円－25,800円＝1,800円の増となります。

所得割… 世帯の所得に
応じた計算

資産割…世帯の資産
　　　　 （土地・家屋）

に応じた計算
均等割… 世帯の加入数

に応じた計算
平等割… １世帯に平等

に割り振った
額

●
今
回
の
国
保
税
税
率
の
変
更
概
要

　

 　

今
回
の
税
率
改
正
の
概
要
及
び
平
成
20
年
度
と
の
比
較
は
、
次
の
表

の
と
お
り
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す
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中
泊
町
は
、「
大
地
の
恵
み
と
海

の
幸　

心
一
つ
に
希
望
の
ま
ち
」
を

将
来
像
に
掲
げ
、
新
た
な
ま
ち
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

平
成
18
年
12
月
に
は
「
中
泊
町
も
っ

た
い
な
い
町
民
運
動
に
よ
る
循
環
型

ま
ち
づ
く
り
」
条
例
を
制
定
し
、
限

り
あ
る
地
球
資
源
を
守
り
、
環
境
問

題
を
考
え
、
将
来
も
安
全
・
安
心
で

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、
町
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
現
状
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
？

　

町
内
を
流
れ
る
川
や
道
路
を
は
じ

め
、
一
歩
山
間
部
へ
足
を
踏
み
入
れ

る
と
、
至
る
所
に
ご
み
が
捨
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
県
内
で
も
有
数

の
観
光
資
源
を
も
つ
小
泊
地
域
の
海

岸
線
に
も
、
漂
着
ご
み
以
外
の
ご
み

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

特
に
こ
れ
か
ら
夏
を
迎
え
、
海
水

浴
客
で
賑
わ
う
折
腰
内
海
岸
や
国
道

３
３
９
号
竜
泊
ラ
イ
ン
に
は
、
県
内

外
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。

ご
み
が
不
法
投
棄
さ
れ
散
乱
し
て
い

て
は
、
町
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
と
な

り
、
訪
れ
た
人
々
に
不
快
感
を
与
え

て
し
ま
い
ま
す
。

● 

川
へ
の
ご
み
の
不
法
投
棄
は
、
河

川
法
と
い
う
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す

● 

走
っ
て
い
る
車
か
ら
ご
み
を
投
げ

捨
て
る
と
、
道
路
交
通
法
違
反
に

な
り
ま
す

　

ま
た
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
で
は
、

● 

何
人
も
公
園
、
広
場
、
キ
ャ
ン
プ

場
、
海
水
浴
場
、
道
路
、
河
川
、

港
湾
、
そ
の
他
公
共
の
場
所
を
汚

さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
第
５
条
）

● 

何
人
も
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て

て
は
な
ら
な
い
。（
第
16
条
）

と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
違
反
し
た
場
合
は
、
罰

則
と
し
て
懲
役
若
し
く
は
罰
金
、
ま

た
は
そ
の
両
方
が
適
用
さ
れ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

町
が
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
を
撤

去
す
る
場
合
は
、
町
民
の
皆
様
の
貴

重
な
税
金
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ご
み
の
不
法
投
棄
は
絶
対
や

め
ま
し
ょ
う
。

　

5
月
15
日
㈮
に
行
わ
れ
た
中
泊
町

議
会
臨
時
会
で
、
野
上
祐
一
氏
に
代

わ
り
、
野
上
憲
幸
氏
が
新
し
い
議
長

に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

野
上
新
議
長
は
、
旧
中
里
町
時
代

を
含
め
、
通
算
７
期
議
員
を
務
め
て

い
ま
し
た
。

　

野
上
新
議
長
は
就
任
に
あ
た
り
、

「
議
長
と
い
う
重
責
を
深
く
痛
感
し

て
い
ま
す
。
町
当
局
と
切
磋
琢
磨
す

る
こ
と
で
、
よ
り
良
い
「
中
泊
町
」

建
設
を
目
指
し
て
努
力
い
た
し
ま

す
。」
と
抱
負
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。

　

5
月
18
日
㈪
に
行
わ
れ
た
教
育
委

員
会
臨
時
会
で
、
任
期
満
了
の
藤
田

龍
郎
教
育
長
に
代
わ
り
、
前
副
町
長

の
加
藤
久
宜
氏
が
教
育
長
に
選
任
さ

れ
ま
し
た
。

　

加
藤
教
育
長
は
、
合
併
時
ま
で
小

泊
村
長
を
通
算
4
期
務
め
、
合
併
後

か
ら
は
、
助
役
・
副
町
長
を
務
め
て

い
ま
し
た
。

　

就
任
に
あ
た
り
加
藤
教
育
長
は
、

「
人
づ
く
り
は
教
育
で
あ
り
、
地
域

づ
く
り
も
ま
た
人
づ
く
り
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
基
本
理
念
に
基
づ
い
て
、

地
域
の
教
育
力
の
向
上
に
努
め
て
参

り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

ふれあいと 対話が築く 明るい社会

第59回 “社会を明るくする運動”

中
泊
町
議
会
議
長
に

野
上
憲
幸
氏
が
就
任

教
育
委
員
会
教
育
長
に

加
藤
久
宜
氏
を
選
任
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